
2022年 12月 28日 

お客さま各位 

                          

 

国による「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による電気料金の値引きについて 

 

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

株式会社エネアーク中部（以下、当社）が提供する電力サービス「エネアークでんき」の小売電気事業

者である、株式会社エネアーク関東、および株式会社エネクスライフサービスは、経済産業大臣に対し、

電気料金の高騰に係る激変緩和措置の申請をいたしました。 

2023 年 2 月検針分から 2023 年 10 月検針分の電気料金の燃料調整単価について激変緩和措置による値

引きを実施いたします。 

 

本措置を適用するにあたってのお客さまの手続きは不要です。また、本措置の内容については、請求書

等・当社ウェブサイトにてお知らせいたします。 

 

1.電気料金の激変緩和措置の内容 

 燃料費調整単価から差し引く金額（税込） 

2023年 2月～9月分料金 

（2023年 1月使用分から 8月使用分） 

2023年 10月分 

（2023年 9月使用分） 

当社が提供する全てのプラン 7円/kWh 3.5円/kWh 

 

2.政府の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」について 

 詳細は以下の URLよりご確認ください。 

 Webページはこちら 

 

3.本措置による 1ヵ月当たりの減額イメージ 

 ご家庭の平均モデル（1ヵ月当たりの使用量 260kWh）の場合 … 1,820円（税込） 

 政府のモデルケース（1ヵ月当たりの使用量 400kWh）の場合 … 2,800円（税込） 

 

4. 本件に関するお問い合わせ先 

 URL：https://chubu.enearc.co.jp/contact/form/ 

 

 

                                                      

以上 

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/general/
https://chubu.enearc.co.jp/contact/form/

